
長野県／地方事務所

法　人　県　民　税 法　　人　　事　　業　　税

20.9.30以前 20.10.1以後
開始事業年度 開始事業年度

資本金の額又は出資金の額が１億円以下でかつ※法人税額（分割前） 所得のうち年※ 400万円以下の金額 ５．０％ ２．７％

法 が１千万円以下の法人(清算法人（注１）を除く) 所得のうち年※ 400万円を超え800万円以下の金額 ７．３％ ４．０％

人 普通法人 所得のうち年※ 800万円を超える金額及び清算所得（注３） ９．６％ ５．３％

税 上記以外の法人 ５．８％ 資本金の額又は出資金の額が 1,000万円以上で、３以上の都道府県

割 に事務所（事業所）がある法人の所得

額 （注１）清算法人とは平成22年９月30日までに解散した清算中の法人をいいます。 特別法人 所得のうち年※ 400万円以下の金額 ５．０％ ２．７％

　※事業年度が１年に満たない場合の法人税額は次の算式により算出された額と （協同組合・信用金庫 所得のうち年※ 400万円を超える金額及び清算所得（注３） ６．６％ ３．６％

　　なります。 　・医療法人など） 資本金の額又は出資金の額が 1,000万円以上で、３以上の都道府県

　　　１千万円×事業年度月数（端数切り上げ）÷１２ に事務所（事業所）がある法人の所得

電気・ガス供給業又は

資本金等の額 （注１） 保険業を行う法人

20.3.31以前 20.4.1以後  　資本金等の額とは、株主等から 所得のうち年※ 400万円以下の金額 ３．８％ １．５％

均 （注１） 開始事業年度 開始事業年度  出資を受けた金額として法人税法 普通法人 所得のうち年※ 400万円を超え800万円以下の金額 ５．５％ ２．２％

 施行令で定める金額をいいます。 （資本金の額又は出資 所得割 所得のうち年※ 800万円を超える金額及び清算所得(注３) ７．２％ ２．９％

等 （注２） 金の額が１億円超の法 ３以上の都道府県に事務所（事業所）がある法人の

10億円超  　事業年度が１年に満たない場合 人のうち収入金額を課 所得

割 50億円以下  は、当該均等割額に事業年度月数 (注１) 税の基礎とするものを 付加価値割 ０．４８％ ０．４８％

１億円超  （端数切り捨て）を乗じ12で除し 除く） 資本割 ０．２％ ０．２％

額 10億円以下 　て得た金額となります。  (注１)平成16年４月１日以後開始する事業年度から適用され、平成16年３月31日以前に開始した事業年度については、「所得金額を課税の

1,000万円超 （注３） 　　 基礎とするもの」の区分の税率が適用されます。

１億円以下 　 平成20年４月１日以後開始する  (注２)平成20年10月１日以後開始する事業年度から「地方法人特別税（国税）」の創設に伴い、法人事業税（所得割・収入割）の税率が引

 事業年度から「長野県森林づくり 　　下げられています。

 県民税」が加算されています。 （注３）清算所得とは平成22年９月30日までに解散した法人の清算所得をいいます。

　※ 事業年度が１年に満たない場合の所得の区分は、当該金額に事業年度月数（端数切り上げ）を乗じ、12で除して得た金額となります。

◎ご不明な点は、お近くの地方事務所税務課へお尋ねください。 【地方法人特別税】 （平成20年10月1日以後開始事業年度）

（税率は都道府県により異なることがありますので、本県以外の都道府県に申告する場合は各都道府県にお尋ねください。）

均等割額（注２、３）

９．６％

６．６％

区　　　　　　　　分 税　率 区　　　分 法人の種類

収入金額を課税の基礎
とするもの

 法人県民税・事業税の税率一覧表（H22.10.1現在）

５．０％

所得金額を課税の基礎
とするもの

５．３％
（下記の区分に係るも
のを除く）

所　得　の　区　分
税　率（注２）

３．６％

１．３％ ０．７％

付加価値額、
資本金等の額
及び所得金額
を課税の基礎
とするもの

２．９％７．２％

800,000円

　
　
外
形
標
準
課
税

540,000円

上記以外の法人 20,000円 21,000円

840,000円

567,000円

136,500円

52,500円

50億円超

130,000円

50,000円

収入金額課税法人の収入割額

外形標準課税法人の所得割額

　　８１％

　１４８％

税　率

　　８１％

上記により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額に、次の表の区分に応じた税
率により計算した額が、地方法人特別税の税額となります。

課　　税　　標　　準

外形標準課税法人以外の法人の所得割額


